
（１） １日農業バイトアプリ『daywork（デイワーク）』の活用
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（２） 伊達市職員「アグリワーク制度」について

①

　全職員

　※ただし、兼業先との間に利害関係がある職員等を除く

　申込みは不要

・　桃やキュウリなどの農繁期前にあわせて上記同様の求人者

　農業において、労働力不足への対応と市職員の地域貢献活動を目的とし

て、職員が農作業の補助に従事できるよう制度化し、農業をサポートして

いきます。

対象職員

・　市及びＪＡの広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等を通して

　制度の周知を図ります。

　向けの利用説明会を開催していきます。

　アプリ（daywork）の利用方法について

　労働者雇用における注意点、事故、怪我への対応について

対象者

　アプリでの求人を検討している農家

その他

今後の取り組み

内　容

記者会見 資料５

令和5年10月2日

農業労働力確保に向けた取り組みを行います

　伊達市では主要産業の一つである農業において、今年６月に「農繁期における労働

力に関するアンケート」を行った結果、農繁期の短期的な人手を必要としていること

が確認されました。そこで、ＪＡふくしま未来と連携し、農業バイトアプリを活用し

て、求人者（農業者）と、働きたい多様な担い手とのマッチングを行い労働力確保に

向けた取り組みを推進します。

　活用促進のため、求人者向けの利用説明会を実施します。

日　時　１０月３１日（火）

　　　　　昼の部：13時30分～14時30分

場　所

ＪＡふくしま未来伊達地区本部　３階大会議室

　 　　　 夜の部：18時30分～19時30分
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②

③

④
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問合せ

産業部農政課

電話　024-573-5635

農作業従事の実績報告

↓

↓

総務部人事課

電話　024-575-1104

「営利企業等従事許可通知書」の交付

「daywork」の利用等により農作業に従事

手続き方法

↓

「営利企業等従事許可申請書」の提出

　農家への支援（農作物の収穫作業・選別作業等の補助）

従事時間

・　土日祝日、勤務時間外に限り従事可能。休暇を取得しての
　従事は許可対象外

・　勤務時間の上限は、週８時間以内かつ１か月30時間以内

・　１日あたりの上限は、土日祝日は８時間以内。勤務日の
　時間外は３時間以内

兼業先

　伊達市内に圃場を持つ農家

従事内容
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